
おかやま就活サポーター制度 募集要領 
 
１ 趣旨 

おかやま就活サポーター（以下、「就活サポーター」という。）制度は、岡山県内企
業等の若手社員が自身の就活体験やＵターン就職の魅力等を学生に直接伝えることによ
り、学生の県内就職の促進を図ることを目的とするものです。 

 
２ 定義及び役割 

就活サポーター登録企業（以下、「登録企業」という。）及び就活サポーターの定義
及び役割は次のとおりとします。 

（１） 登録企業（企業担当者） 
 下記３（１）を満たす企業等とします。就活サポーターの活動に関して、県や学生と
の取次ぎを行っていただきます。 

（２） 就活サポーター 
下記３（２）を満たす者とします。次の事項を学生に伝えていただきます。 

① 自らの就職活動体験 
② 県内に就職することの魅力 
③ Ｕターン就職することの魅力 
④ 県内企業、業界の魅力 
⑤ 仕事のやりがい 
⑥ 県内での暮らし、余暇の過ごし方 
⑦ その他岡山県の魅力 

（３）その他 
   上記（１）(２)のいずれについても、自身の企業のリクルート活動は禁止します。 
 
３ 対象要件 
  以下の要件をすべて満たすこととします。 
（１） 登録企業 

① 就活サポーター制度に賛同する岡山県内企業等であること 
② 下記（２）の就活サポーターが１名以上在籍していること 
③ 労働関係法令（労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法等）

を遵守しており、また、過去に重大な法令違反がないこと 
④ 暴力団関係事業主でないこと ※ 

（２） 就活サポーター 
① 上記（１）の登録企業に在籍していること 
② 就活サポーター制度に賛同し、上記２ 定義及び役割（２）に協力できる概ね３５

歳までの若手社員であること 
③ 岡山県暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと 

 
  ※暴力団関係事業主とは、企業等の役員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第21

号ロに規定する役員をいう。）又は企業等の経営に実質的に関与する者が、次に掲げる者のいずれか

に該当する事業主をいいます。 

(1) 暴力団員等（岡山県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に

該当する者 

(2) 暴力団（岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員等の統制下にある者 

(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

 
４ 登録方法 

企業登録及び就活サポーター登録の申込みは、就活サポーターを登録する企業等が「お
かやま就活サポーター登録申込書（様式第１号）」を提出してください。 

 
 



５ 登録確認等 
県は、企業等から申込みのあった内容を確認し、対象要件を満たしていると認めた場

合は、登録企業及び就活サポーターとして登録し、県のホームページ等で公開します。 
登録後、就活サポーターに委嘱状を交付します。また、登録企業に対して、名刺等で

使用できるロゴマークのデータを交付します。 
 
６ 登録の追加、登録内容の変更又は登録の終了 
（１）登録企業の変更 
    登録企業の名称が変更となる場合や、担当者が変更となる場合は、速やかに、「お

かやま就活サポーター登録企業変更届（様式第２号）」を提出してください。 
（２）就活サポーターの変更 

登録企業が就活サポーターを追加する場合や、登録内容の変更又は登録を終了す
る場合は、速やかに、「おかやま就活サポーター変更届（様式第３号）」を提出し
てください。 
なお、登録している就活サポーターの年齢が著しく３５歳を超えているなど制度

の趣旨に沿わない場合は、県より登録終了の依頼をすることがあります。 
 
７ 企業登録の取下げ 
  登録企業が就活サポーター企業の登録を取り下げる場合は、速やかに、「おかやま就
活サポーター企業登録取下げ届（様式第４号）」を提出してください。 

 
８ 県による登録の取消し 
  登録企業又は就活サポーターが、以下のいずれかに該当する場合は、県は登録を取り
消すことができます。 

（１） 上記３ 対象要件を満たさなくなったとき 
（２） 実施にあたり、偽りその他不正な行為があったとき 
（３） その他、県が登録の取消しを相当と認めるとき 
 
９ 実績報告等 
  県は、この登録に関する事項について、必要に応じて検査し、登録企業に対して報告
を求めることができます。 
また、就活サポーターの活動実績についても、報告を求めることがあります。 

 
１０ 活動内容 

就活サポーターの活動内容は、別紙「おかやま就活サポーター制度 事業の流れ」の
とおりです。 
また、次の事項についても、可能な範囲で協力をお願いします。 

（１） 県が実施する就職関連イベントに登録企業が参加する場合に、就活サポーターを   
イベントに参加させるこ

と。                                                           
（２） 県が発行又は発信する就職関連の広報に協力すること。 
（３） その他、学生の県内就職の促進に繋がる県の施策へ協力すること。 
 
１１ 申請書等提出先 
  別に定めるものとする。 
 
附則 
この要領は、令和４年４月１日から施行します。 
 
 
 
 
 
 



別紙 

おかやま就活サポーター制度 事業の流れ 

 

 

事業の流れイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おかやま就活サポーター 学生 企業担当者 
①問い合わせ 

②問い合わせ対応 

③返答 

橋渡し 

おかやま就職応援センター 

（Ｕターン就職コーディネーター） 
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　1） 企業内で取りまとめていただき、登録様式をご記入のうえ、FAXまたはメールで表面のお申込み先にお送りください。
　2） 県が条件を満たしているか等を確認して、OKであれば登録となります。
　3） 委嘱状と、就活サポーターの名刺などに掲載できるロゴマークデータを交付します。
　4） 企業情報サイト「きら☆おか」に登録情報を掲載します。

登録の流れ

※仕事の都合などに応じて、ご参加ください。
　1） 学生からの質問や相談にアドバイス
　2） 県が主催する就職関連イベントへの参加
　3） 県が発信する就職関連の広報物への取材協力
　4） そのほか県が主催する、学生の県内就職促進につながる活動など

活動内容の例（予定）

学生と就活サポーターとの連絡は原則、企業ご担当者を経由して行います。
　1） 企業情報サイト「きら☆おか」に就活サポーター
　　  の一覧を掲載
　2） 学生からの相談希望は
　　  •企業連絡先へ直接メール、もしくは電話で
　　  •おかやま就職応援センターから（同センターに
　　　  相談のあった学生）

学生から就活サポーターへの連絡方法

就活サポーター企業担当者学生

　おかやま就職応援センター
　（岡山県が運営する職業紹介所）

②社内で調整
①問い合わせ・相談

③返答
①’問い合わせ

橋
渡
し

（相談内容に応じて）学生と就活サ
ポーターが直接やり取り（メールま
たはTEL）することができます。

・就活サポーター制度に賛同する岡山県内企業等であること
・就活サポーターが1名以上在籍していること
・労働関係法令を遵守していること
・暴力団関係事業主でないこと　など

就活サポーター登録企業　登録の条件

・就活サポーター登録企業に在籍していること
・概ね35歳までの若手社員であること
・岡山県暴力団排除条例に規定されている暴力団員等でないこと

就活サポーター登録の条件

〒700-0817  岡山市北区弓之町4番19-2022
TEL：（086）224-2245  FAX：（086）232-4145
Eメール：syukatsu@okachu.or.jp

株式会社シューカツ

就活サポーター

就 活  太 郎

・対象要件を満たさなくなった場合
・実施にあたり、偽り不正があった場合
・その他取り消しが相当であると県が認めた場合

登録の取り消し

就活サポーター　名刺のイメージ
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